
仕 様 書 

件 名 業務用車両の交換購入（軽・ハッチバックタイプ・２ＷＤ） 

規 格 別紙１のとおり 

数 量 別紙２のとおり 

納入期限 令和９年３月３１日 

納品場所 別紙２のとおり 

納品に係る

注意事項 

・納品は、原則、平日の９：３０～１６：３０の間に行うこととし、納品日時

等については、担当部署と事前に調整の上決定すること。

・納品に当たって、施設又はその他の備品等に損傷を与えないよう十分留意し、

万が一、損害を与えた場合には、直ちに担当者及び担当部署に報告するとと

もに受託事業者の負担により速やかに原状回復、または程度に応じて取替え

をすること。 

・その他、敷地内における作業は建物管理者の指示に従うこと。

・本業務に関する受託事業者は、必ず身分証明書を携帯すること。

費用の見積

に関する注

意事項 

・納品予定物品のカタログ及び性能等証明書を令和８年２月６日（金）までに

担当部署に提示し、適格品である旨の了承を得ること。合否については、令

和８年２月１３日（金）までに電話連絡を予定。

・調達物品の運搬及び設置等納品に付随する作業についても本調達に含まれる

こと。

・搬入に要する経費は、受託事業者の負担とし、その他、本仕様の内容にかか

る費用全てを経費として見込むこと。

・引き渡し車両ごとの下取り額を算出し、入札額から差し引くこと。ただし、

それぞれの車両の下取り参考価格（別紙２参照）を下回る場合は車両の引き

渡しは行わない。また、下取り参考価格が０円で、下取り額も０円の車両に

ついては、引き渡し後に廃棄を行い、廃棄後に廃棄したことがわかる証明書

等を提出すること。

その他

・引き渡し車両に係る車検証（写）を希望する場合は、下記担当部署に連絡す

ること。

・指定された納品台数、仕様が異なる場合は、直ちに指定した台数、仕様を再

納品すること。

・納品された物品に重大な欠陥が発見された場合、受託事業者の責任において

速やかに交換すること。

・本業務の全部または主体的部分を第三者に委託（以下「再委託」という。）

することは認めないものとする。なお、本業務において主体的部分とは、作

業の管理業務、現場の指揮命令及び費用の請求をいう。

・再委託した業務における管理責任、事故の報告義務、その他一切の責任を受

託事業者が負うこととする。グループ会社であっても法人格が異なる場合

は、全て第三者とみなすため、当該会社にて業務を行う場合は申請を行うこ



と。 

・第三者へ委託する場合は履行体制等を記載した業務届（様式は任意）を事前

に提出し承認を受けること。 

・仕様書に関する質問は、令和８年１月２０日（火）１７時までに任意の質問

書を郵送または FAXにより提出すること。質問への回答は令和８年１月２７

日（火）までに機構ホームページに掲載予定。 

・その他、本仕様書に定めのない事項については双方協議の上、決定するもの

とする。 

・本調達に係る問い合わせは、全て下記担当部署に行うこと。 

担当部署 
日本年金機構会計・資産管理部管財グループ 担当 古賀、山口 

連絡先 ０３－５３４４－１１００（内）６３４７ 

 



 

別紙 1 

軽・ハッチバックタイプ・２ＷＤ 

 

１．車  種    

ハイブリッド自動車。なお、車種は同一とする。 

※アルト（スズキ）、キャロル（マツダ）と同様の形状とする。 

        

２．ボディカラー  

   白、シルバー、ベージュ系統 

 

３．仕  様 

   ボディタイプは２ＢＯＸ（ハッチバック）とし、「国等による環境物品等の

調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）第６条第１項の規定に基づく

「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」（令和７年１月）によるほか、

次の要件を満たすもの。 

 （１）４人乗りで４ドア以上であること。 

 （２）車両重量が７１０ｋｇ以下であること。 

 （３）車両寸法が、全長３．４ｍ以下、全幅１．４８ｍ以下、全高１．５５ｍ未

満であること。 

 （４）排気量が６６０ｃｃ以下であること。  

 （５）駆動形式は、２ＷＤであること。 

 （６）使用燃料は、無鉛レギュラーガソリンであること。 

 （７）変速装置は、無段変速機構、オートマチック、ＡＧＳ等であり、ＡＴ限定

免許でも運転することが可能であること。 

 （８）エアコンを標準装備していること。 

 （９）ステアリングは、右ハンドル（パワーアシスト付）であること。 

 （１０）パワーウィンドウ、パワードアロックを標準装備していること。 

 （１１）運転席及び助手席にエアバックを標準装備していること。 

 （１２）ブレーキシステムにＡＢＳを標準装備すること。 

 （１３）衝突被害軽減機能（ＡＥＢＳ）を装備していること。 

 （１４）令和８年１月以降に製造された新車であること。 

 （１５）排出ガス及び燃費については、「環境物品等の調達の推進等に関する基

本方針」（令和７年１月）に基づく基準を満たしていること。 

 （１６）寒冷地仕様 

    ※ 寒冷地仕様の要否は、別紙２を確認すること。 

 

４．附属装備品（標準装備品の場合を含む） 

 （１）フロアマット 

 （２）カーナビゲーションシステム（ＡＭ／ＦＭラジオ付） 

   ① ＶＩＣＳ対応であること。 



 

別紙 1 

   ② 地図データが最新版であること。 

   ③ テレビが映らないものであること。 

 （３）ＥＴＣユニット 

 （４）バックビューモニター（カーナビゲーションシステムと連動） 

 （５）ドライブレコーダー（前方及び後方） 

 （６）スタッドレスタイヤ４本（ホイール付） 

※（６）を付属する車両については、別紙２を確認すること。なお、納入時

が冬季である場合はスタッドレスタイヤを装備し、ラジアルタイヤは車両

に積載し納入すること。 

 

５．メンテナンス 

  購入を行った車両について、下記のメンテナンスを行うこと。 

 （１）１ヶ月又は１，０００ｋｍ走行時点の基本点検 

（２）６ヶ月又は５，０００ｋｍ走行時点の基本点検 

 

６．交換のために引き渡す自動車の概要 

  別紙２のとおり 

 ※交換のために引き渡す自動車（以下「使用済自動車」という。）の引き取りは、

受託事業者若しくは受託事業者の指定引き取り業者にて行うものとする。また、

受託事業者は、指定引き取り業者に対し、車両内容等につき、守秘義務を負わ

せるものとする。 

 

７．諸費用等 

 （１）受託事業者は、次の費用を負担するものとする。 

   ① 新車登録手続きに要する費用 

   ② 指定納品場所までの納入に要する費用 

   ③ 交換引渡自動車の引き取り及び廃車に要する費用 

 （２）受託事業者は、使用済自動車を廃車する場合は、カーエアコン等の冷媒処

理が的確に行われたことの確認のため、再利用または破壊を証した書面を

提出すること。 

 （３）自動車損害補償保険、自動車重量税及びリサイクル料金については、別途

発注者が負担する。 

     なお、自動車税及び軽自動車税は非課税となっているため、登録にあた

っては非課税である旨の登録を行うこと（地方税法第１４８条及び第４４ 

５条）。 

（４）納品が完了した際は「納品完了報告書（様式任意）」を提出すること。 
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種別 車種 駆動形式
冬用
タイヤ

寒冷地
仕様

車名
（ﾒｰｶｰ）

車名
（車種）

車両登録番号 車台番号 型式 初度登録年月
2023年末
走行距離

1 静岡県 島田年金事務所 427-8666 静岡県島田市柳町１－１ 軽自動車 ハッチバック 2WD 不要 不要 ホンダ ライフ 静岡５８０に５９８５ JC1-1269968 DBA-JC1 平成24年3月 82,893 20,000 9,380

2 静岡県 島田年金事務所 427-8666 静岡県島田市柳町１－１ 軽自動車 ハッチバック 2WD 不要 不要 ホンダ ライフ 静岡５８０に５９８４ JC1-1269937 DBA-JC1 平成24年3月 78,596 20,000 9,380

通常仕様 2
寒冷地仕様 0
冬タイヤ 0

※「下取り参考価格（円）」欄に１（円）以上の価
格が記載されている場合、その中に、リサイクル料
金も含みます。

納品拠点一覧（軽・ハッチバックタイプ・２ＷＤ）

項番 都道府県 拠点名 郵便番号 住所

納品車種 引き渡し車両

下取り参考
価格（円）※

リサイクル料金
（資金管理料金を除

く）(円）



自動車の性能に関する審査要領 

１．落札方式 

  次の要件を満たしている者のうち、２によって得られた総合評価点の最も高い者を

落札者とする。 

① 入札価格が予定価格の範囲内であること。

② 納入予定の自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。

２．総合評価点の計算方法 

① 総合評価点は、環境性能（燃費値）に対する得点を入札価格で除して得た数値

（得点）とする。 

② ①の「環境性能（燃費値）に対する得点」は、各車両につき仕様書に記載され

た要求要件を全て満たしている場合には、標準点（１００点）を与え、さらに環

境性能（燃費値）についてグリーン購入法の自動車に係る判断基準における燃費

基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点（加算点）を与える。 

環境性能（燃費値）に対する得点の算出方法については、以下のとおりとする。 

加算点の満点は５０点とし、燃費目標値以上の場合にあっても５０点を上限

（満点）とする。 

＜環境性能（燃費値）に対する得点の算出方法＞ 

  得点 ＝ 標準点＋加算点 

＜加算点の算出方法＞ 

加算点 ＝ 加算点の満点 × 

  （５０点） 

※1）燃費基準値の算定方法

ＦＥ＝（-2.47×10-6×Ｍ2－8.52×10-4×Ｍ+30.65）×α×β

ＦＥ：燃費基準値（km/L）（小数点以下第１位未満を四捨五入）

Ｍ ：車両重量(kg)

α ：燃費基準達成率であって 0.8

β ：燃料がガソリンの場合 1.0

※2）燃費目標値は車種・燃料種によらず燃費基準値の２倍とする。

３．自動車の燃費値の算定方法 

  原則 WLTCモードによる燃費値を使用するものとする。 

提案車の燃費  － 燃費基準値(※1) 

燃費目標値(※2)－ 燃費基準値 



                
 

令和  年  月  日 

性 能 等 証 明 書 

 

日本年金機構 理事長代理人 

会計・資産管理部長  岡部 太  様 

                  住    所 

                  商号又は名称 

                  代表者名              印 

 

 下記のとおり相違ないことを証明します。 

 仕様及び附属装備品等 
納車予定車両 

の 性 能 等 
※審査欄 

車

両 

車名   

機種名   

型式   

仕

様

及

び

附

属

装

備

等 

仕様書の仕様を満たしていること 適 ・ 否  

乗車定員（人） （人）  

車両重量（kg） （kg）  

総排気量（㏄） （㏄）  

駆動形式   

変速装置   

２０２０年度燃費基準達成車 適 ・ 否  

JC08モードによる燃費値（㎞/L） （㎞/L）  

WLTCモードによる燃費値（km/L） （㎞/L）  

附属装備品について装備すること 適 ・ 否  

◎ 評価点（記入不要） 

 

＝     ＋        ×                   ＝ 

 

注意 １．太枠部分のみ記入して下さい。 

   ２．カタログを添付の上、該当部分にマーカー等で記して下さい。 

提案車の燃費値（ ）－燃費基準値（ ） 

燃費目標値（  ）－燃費基準値（  ） 

 標準点 

（100） 
加算点の満点 

（50） 


	⑤仕様書_（軽・ハッチ・２WD）機密性２完全性２可用性２（会計・資産管理部） 修正
	⑤別紙１＿軽・ハッチ・２WD機密性２完全性２可用性２（会計・資産管理部）
	6-5-3軽ハッチ・3ＷＤ
	審査要領、性能証明



